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生徒会規約 

 

第１章 名 称 

第１条 本会は神戸市立垂水中学校生徒会と称する。 

 

第２章 目 的 

第２条 本会は生徒相互の親愛を深めるとともに、生徒自身の手によって規則正しい学校      

生活をおくり、学校の向上発展をはかることを目的とする。 

 

第３章 会 員 

第３条 本会は神戸市立垂水中学校生徒を会員とする。 

 

第４章 組 織 

第４条 本会は次機関で運営する。 

１  生徒総会  ２ 全校協議会 

３  学年総会  ４ 学年協議会 

５  学級生徒会 ６ 生徒会役員会 

７  執行部会  ８ 専門委員会 

９  学級委員会 

１０ 選挙管理委員会 

１１ 部活動 

１２ 部活動代表者会議 

 

第１節 生徒総会 

第５条 本総会は生徒会最高の決議機関であり、会員全員で構成する。 

第６条 本総会は、第２章第２条の目的をもって全会員の３分の１以上の要求がある時、ま    

たは全校協議会議長が必要と認める時、全校協議会議長が招集する。 

第７条 本総会は次の構成で運営にあたる。 

 １ 議長 １名 （全校協議会議長） 

 ２ 副議長・書記 各２名 

      （全校協議会副議長・書記） 

 ３ 運営委員 １９名以内 

   会長・副会長・書記合計５名 

   執行部員５名 全校協議会議員５名 

   その他４名以内 
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第２節 全校協議会 

第８条  本協議会は生徒総会につぐ決議機関であり、生徒総会の任務を代行することが   

  できる。 

第９条  本協議会は総務委員で構成する。ただし、執行部員全員と、議長が必要と認める 

会員は出席しなければならない。 

第１０条 本協議会の議長１名、副議長２名、書記２名は、総務委員の互選により選出する。 

第１１条 本協議会は全校協議会議長が招集する。 

 

第３節 学年総会 

第１２条 本総会は学年共通の問題について協議する機関で、学年の全会員で構成する。 

第１３条 本総会の決議事項の執行は、学年協議会に委任する。 

第１４条 本総会は学年協議会議長が招集する。 

 

第４節 学年協議会 

第１５条 本協議会は学年の問題を協議し、執行する機関である。 

第１６条 本協議会は総務委員で構成し、議長１名、副議長２名、書記２名を互選により選 

出する。 

第１７条 本協議会は学年協議会議長が招集する。 

 

第５節 学級生徒会 

第１８条 本学級生徒会は生徒会の問題を協議する生徒会の最小協議機関である。 

第１９条 本学級生徒会は学級の全会員で構成し、議長１名、副議長１名、書記２名を互選 

により選出する。 

第２０条 本学級生徒会は議長が招集する。 

 

第６節 生徒会役員会 

第２１条 本会は執行部会の小部会で、生徒会役員で構成する。 

 

第７節 執行部会 

第２２条 本部会は、生徒会運営の企画・立案及び執行にあたる最高機関であり、下部機関

として専門委員会をおく。 

 

第２３条 本部会は、生徒会役員・専門部部長で構成する。ただし、必要な場合は他の会員

を出席させることができる。 

第２４条 本部会は生徒会会長が招集する。 
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第８節 専門委員会 

第２５条 本部会は執行部会の下部機関で、次の５つの部会に分れる。 

１ 生活委員会 ２ 体育委員会 

３ 図書委員会 ４ 美化委員会 

５ 保健委員会 

 

第２６条 各委員会はそれぞれの役目に従って企画・立案し、諸機関の決議事項の執行にあ

たる。また役目をはたすために独自の活動を行う。 

第２７条 各委員会は各専門委員長と各学級２名の委員で構成し、副委員長１名、書記２名、

学年代表者各１名、合計６名を互選により選出する。 

第２８条 各委員会は各専門委員長が招集する。 

 

第９節 学級委員会 

第２９条 本委員会は学級生徒会運営の中心機関であり、学級委員で構成する。 

第３０条 本委員会は総務委員が招集する。 

 

第１０節 選挙管理委員会 

第３１条 本委員会は別に定める生徒会選挙規定に従い、選挙を管理・運営する。 

第３２条 本委員会は、総務委員のなかから選出された各学年５名ずつの委員で構成する。

ただし立候補関係者は本委員会委員になることはできない。また互選により委員

長１名を選出する。 

第３３条 本委員会は選挙管理委員長が招集する。 

 

第１１節 部活動 

第３４条 部活動は同好者が集まり、お互いに協力することを学びながら、楽しい学校生活

を送り、人格の向上に努めることを目的とする。 

第３５条 部活動についての細則は別に定める。 

 

第１２節 部活動代表者会議 

第３６条 本会議は各部相互の連絡を緊密に行い、部活動の健全な発展をはかるために開

く会議で、執行委員会の代表者と部活動の代表者とで構成する。 

第３７条 本会議の議長１名、副議長２名、書記２名は互選により選出する。 

第３８条 本会議は部活動代表者会議が招集する。 
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第５章 役員及び委員 

第３９条 本会は次の役員及び委員をおく。 

１．生徒会役員 

生徒会会長 １名 

生徒会副会長 ２名 

生徒会書記 ２名 

 

２ 専門委員長 ５名 

３ 学級委員（男女各１名） 

  総務委員 美化委員 

  生活委員 保健委員 

  体育委員 図書委員 

第４０条 役員及び委員の選出については、別に定める生徒会選挙規定による。 

第４１条 第５章に規定する役員及び委員は専任とする。ただし、執行部員は選出された学

期終了までは兼任でもよい。 

第４２条 役員及び委員の任期については次のように定める。 

１．執行部員の任期は１年間とする。 

２．学級委員の任期は１学期間とする。 

３．任期満了になっても、次の役員または委員が選出され、任命されるまでは、その任期 

を延長する。 

 

第６章 会 議 

第４３条 本会の各会議は、その構成員の３分の２以上の出席をもって成立し、出席者の過

半数をもって決議する。ただし賛否同数の場合は議長が決定する。 

第４４条 本会の各会議の書記は、生徒会書記によってまとめられ、生徒会書記の求めに応

じて記録を提出しなければならない。 

第４５条 本会の各会議の決定事項の再審議を求めるには、１週間以内に学級生徒会の決

議によって、総務委員がその会の議長に要求しなければならない。再審議を求めら

れた議長は、必要と認める時または全学級数の３分の１以上の要求がある時は再

審議のための会議を開かなくてはならない。 

第４６条 本会会員は本会の各会議を傍聴することができる。 

 

第７章 指導及び決定権 

第４７条 本会は顧問の教員（学級生徒会・学級委員会は担任）をおき、その指導を受ける。 

第４８条 本会のすべての決議事項は顧問の教員または職員会の承認を必要とし、校長は

生徒会の活動に関するすべての事項の最終決定を行う。 



5 

 

第４９条 本規約に基づいて選出された役員・委員等は、校長により任命される。 

 

第８章 改 正 

第５０条 本規約の改正は、全校協議会において３分の２以上の賛成を必要とし、職員会の

承認を必要とする。 

 

附 則 

本規約は平成８年１月８日から施行する。 

平成７年４月１日一部改正 

平成８年４月１日一部改正 

令和７年４月１日一部改正 

 

役員・委員の主な仕事 

生徒会役員 

１．生徒会会長 

〇生徒会会長は生徒会の代表であり、会務のいっさいをまとめる。 

〇執行委員長として執行部会を招集する。 

〇全校協議会の招集を全校協議会議長に要求する。 

〇学年協議会・全校協議会に出席する。 

☆週番活動を行う。 

２．生徒会副会長 

〇生徒会会長に協力し、生徒会活動を円滑にする。 

〇生徒会会長不在のときは、その役目を代行する。 

〇学年協議会・全校協議会に出席する。 

☆週番活動を行う。 

３．生徒会書記 

〇生徒会の各会議の記録の保管整理にあたる。 

〇生徒会役員会・執行部会の記録をとる。 

〇生徒会の活動状況を全会員に知らせる。 

〇全校協議会に出席する。 

☆週番活動を行う。 

専門委員長 

〇各委員会を招集し、その運営にあたる。 

〇執行部員として、執行部会に出席する。 

〇全校協議会に出席する。  ☆週番活動を行う。 
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学級委員（学級会活動としての仕事も含む） 

１．総務委員 

〇全校協議会及び学年協議会に出席し、学級生徒会に決議事項を伝達し、その実現に努

める。 

〇総務委員は学級会の代表であり、学級でのいっさいのことをまとめる。 

〇学級生徒会及び学級委員会を招集する。 

２．生活委員 

〇校内の風紀面に気を配り、学校生活の安全と向上をはかる。 

〇週番活動を行う。 

〇生活委員会及び学級委員会に出席する。 

３．体育委員 

〇体育的活動を行う。 

〇体育的行事の企画・立案・運営にあたる。 

〇体育委員会及び学級委員会に出席する。 

４．図書委員 

〇学校図書館の管理・運営にあたる。 

〇読書会・読書週間などの読書運動をする。 

〇図書委員会及び学級委員会に出席する。 

５．美化委員 

〇設備・備品の管理・修理を行う。 

〇校内美化に努める。 

〇校内の掲示物等の世話をする。 

〇美化委員会及び学級委員会に出席する。 

６．保健委員 

〇健康・衛生に関する活動を行う。 

〇保健委員会及び学級員会に出席する。 
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生徒会選挙規定 

第１章 総 則 

第１条 本規定は、生徒会規約の目的に基づき、会員の自由な意思によって、生徒会発展の   

ために努力する人を正々堂々と選ぶことができるようにすることを目的とする。 

第２章 役員及び委員の選出 

第２条 生徒会会長１名、同副会長２名（２年生１名、１年生１名）、同書記２名（２年生   

１名、１年生１名）は、全会員の直接選挙により選出される。ただし、無競争の状態

の時は、信任投票によるものとする。 

第３条 専門委員長５名は、生徒会役員会の指名による。 

第４条 学級委員は、学級生徒会で互選により選出される。 

 

第３章 立候補手続    

第５条 生徒会会長は２年生、同副会長・書記は１・２年生より立候補することができる。 

第６条 立候補には所属の学級の推せんを必要とする。よって同学級から同役職への複数  

立候補は出来ない。 

第７条 立候補者は、申請期間中に立候補手続を行い、選挙管理委員会の承認を得るものと   

する。 

第８条 選挙管理委員会は、立候補者の公示を行う。 

第９条 選挙日程は次の各項を原則として行う。 

１． 告示 

２． 立候補受付開始、立候補者への注意 

３． 受付しめ切り 

４． 立会・応援演説 

５． 投票 

即日開票 

選挙管理委員会認定、職員会認定 

結果発表 

校長任命 

 

第４章 選挙運動 

第１０条 選挙管理委員会が承認した候補者と運動員に限り、選挙運動をすることができ

る。 

第１１条 選挙運動期間は、選挙管理委員会の承認を得た日から、投票日の当日の朝までと

する。選挙運動はポスターの掲示、意見発表及び選挙管理委員会の開く立会演説会

に限る。 
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第１２条 演説内容は、他の候補者の批判をしない範囲内で、生徒会自治に関する限り自由

とする。 

第１３条 ポスターは選挙管理委員会の認め印があるものに限り、掲示の場所は選挙管理

委員会の指定した所とする。 

第１４条 選挙管理委員会の開く立会演説会での応援演説者の数は２名以内とする。 

第１５条 選挙運動で不正なことがあれば、立候補を取り消されることがある。 

 

第５章 選挙人名簿 

第１６条 各学級名簿をもって選挙人名簿に代える。 

 

第６章 投票と投票所 

第１７条 投票日、投票所は、選挙管理委員会が告示する。 

第１８条 投票用紙は選挙管理委員会の定めるものに限る。 

第１９条 投票は次の通りとする。 

１． 会長  無記名単記 

２． 副会長 無記名連記（２名） 

３． 書記  無記名連記（２名） 

 

第７章 開 票 

第２０条 開票は開票立会人のもとに選挙管理委員会が行う。開票立会人は生徒会顧問と

する。 

第２１条 次の投票は無効とする。 

１． 指定外用紙以外の投票。 

２． 立候補者以外の名前またはその他のことが記入されている場合。 

３． 候補者の指名が確かめ難いもの。 

第２２条 選挙管理委員会は当選者を決定すると同時に開票結果を全校生徒に公示しなけ

ればならない。 

 

第８章 選挙管理委員会 

第２３条 本委員会は第２章に規定する選挙を管理し、第７章までの選挙に関するいっさ

いの事務を行う。また、第１章の目的の範囲内であれば、本規定以外の規定を設け

ることができる。 

第２４条 本委員会は、総務委員のなかから選出された各学年の委員で構成する。ただし立

候補関係者は本委員会委員になることはできない。また互選により委員長１名を

選出する。 

第２５条 本委員会は選挙管理委員長が招集する。 
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第９章 改 正 

第２６条 本規定の改正は、生徒会協議会の賛成を必要とし、職員会の承認を必要とする。 

 

附 則 

本規定は平成８年１月８日から施行する。 

令和７年４月１日 生徒会を中心に改訂 

 

 

 

 

 


